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文化シヤッター㈱が販売した防火シャッターの不具合に関する対応について 
 
 先般、文化シヤッター㈱が販売した防火シャッターについて、防火シャッターを構成

する部品の作動不良により、当該シャッターが降下しない、又は、途中停止する不具合

が発生する可能性があることが判明しました。 
 これを受けて、国土交通省住宅局から別添のとおり、各都道府県宛に通知されました

のでお知らせします。 
 当該防火シャッターが消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）第１３条に規定

するスプリンクラーを設置することを要しない防火区画部分及び消防法施行令（昭和３

６年政令第３７号）第１６条に規定する不活性ガス消火設備の防護区画部分に使用され

ている場合があること等にご留意下さい。 
 各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村に対し、この

旨周知するようお願いします。 
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